
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  みなし役員                        

Ｑ：税務では、みなし役員になる者がいる

そうですが、どのような人ですか。注意点は

どんなところですか？                                   

                                              

Ａ：次の点に注意してください。  

【解説】  

税務では、会社法に定める役員以外に次の

者も役員としてみなすこととしています。  

 ①法人の使用人(職制上使用人としての地位の

みを有する者に限る)以外の者で、その法人

の経営に従事しているもの  

(例)取締役又は理事となっていない会長、副

会長、理事長、副理事長、組合長等、相談

役や顧問などで、その法人内における地位、

職務等からみて他の役員と同様に実質的に

法人の経営に従事していると認められるも

の  

 ②同族会社の使用人(職制上使用人としての地

位のみを有する者に限る)のうち、一定の要

件(株式所有割合の基準)を満たす者で、その

会社の経営に従事しているもの  

ところで、みなし役員に該当するとされた

場合ですが、この場合には、その者に支給し

ていた給与が役員給与として取り扱われます

ので、給与の額が変動していたり、賞与を支

給していたりすると定期同額給与に該当せず、

損金不算入とされてしまう金額がでてきます

ので、この点に注意が必要です。  
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